
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）
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①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討
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住宅 中規模一般住宅、アパー
ト等が建ち並ぶ住宅地域

西荻窪1.1 ㎞

特にない 基準方位：北　　
４．５ｍ区道

西荻窪駅北西方1.1 ㎞

新型コロナ・地政学リスク・物価動向等の先行き不安はあるが、金融
緩和政策は維持され、区内の不動産需要は依然として堅調である。

駅から距離のある成熟した住宅地域で、地域要因に特段の変動は認め
られない。地価は上昇傾向が見られる。

個別的要因に変動はない。

主に戸建住宅が建ち並ぶ成熟した低層住宅地域であり、地域要因に特段の変動はない。今後も当面は現状のまま
推移すると予測される。地価は上昇傾向にある。
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更地としての鑑定評価
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路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

当該基準地の存する地域は、アパート等も散見されるが低層の一般住宅が多く建ち並んでおり、取引は自己使用目的の
ものが中心となっている。当該地域においては、収益性よりも居住の快適性が重視されることから、市場性を反映した
実証的な価格である比準価格が高い説得力を有すると判断した。よって、比準価格を重視して収益価格を参酌し、地価
公示標準地・指定基準地との均衡も考慮し、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

同一需給圏は、杉並区及び周辺区のＪＲ及び私鉄沿線の住宅地域である。主たる需要者は、自己居住目的の一次取得者
層及び買い替え取得者層で、同一需給圏外からの転入者も見られる。住環境は概ね良好であり一定の需要を有し、地価
は上昇傾向にあると思料する。当該基準地規模における土地総額の市場の中心価格帯は、１．１～１．２億円程度であ
るが、近年は細分化された土地もみられる。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

杉並(都) － 15

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 4

令和 4 7 1

令和 4 7 5

杉並(都)　 － 15 東京都 区部第８ 不動産鑑定士 橋本　恵美子

株式会社東京総合不動産

令和 4 6 25

令和 4 7 2

杉並区善福寺二丁目４０番１２
「善福寺２－９－１３」
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0.0

0.0
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